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会 長：ただ今から、令和２年第１１回定例総会を開会いたします。 

    農業委員出席委員は８名中８名で、定足数に達していますので、総会は成
立しています。 
本日の議事録署名人に、１番と２番を指名します。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 
    初めに、日程第１非農地証明願について、議案番号４６号を上程いたしま 

す。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
事務局：（議案番号４６号を朗読） 
 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり一之宮地域内にある普通調整農地２

筆です。申請地は平成７年頃から農地法を理解しないまま駐車場として利
用しており、違反であることを確知したため申請に至りました。なお、農
地法に基づく農地転用許可の判断基準となる立地基準は、前面道路に下水

管、上水道管が埋設してあり、かつ５００ｍ以内に学校が２校存すること

から第３種農地となります。２０年以上前から駐車場として利用していた
ので農地への復元が不可能であり、他の農地に影響はないと思われました
ので、非農地証明交付がやむを得ないとしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の４番から農地法の観点から現地調査の結果並
びに補足説明をお願いします。 

４ 番：先日事務局と当該地一之宮八丁目３８８番、３８９番を見てきました。第
３種農地ということですが現況は駐車場でした。私が小学校に行っている
時から駐車場だったと思います。そのような状況でしたという報告です。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に
ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号４６号について、 
    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 



 事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号４６号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。 
    暫時休憩いたします。 
 
    休憩を解いて会議を再開いたします。 

日程第２農地中間管理機構による農用地の買入協議に係る要請について、
議案番号４７号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願い
します。 

事務局：（議案番号４７号を朗読） 
(説明) 当案件は、位置図にありますとおり田端農用地区域内にある農用地６筆が

買入協議の対象地です。令和２年１１月１６日に買取申出があり、農地中
間管理機構、町、農業委員会で利用調整を行ってきましたが、価格決定ま

で至りませんでした。当地は、農地中間管理機構を通じて認定農業者に利
用集積すべき農用地であると考えますので、農地中間管理機構に買入協議
の要請を行うべく議案とさせていただきました。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に
ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号４７号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号４７号は原案のとおり買入協議を要請す

ることに決定いたします。続いて日程第３、相続税の納税猶予に関する適
格者証明願について議案第４８号を上程いたします。事務局より議案の朗
読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号４８号を朗読） 
（説明）当案件につきましては、地区担当農業委員の６番と事務局で１２筆の現地

調査をしました結果、農地として適正に管理されており、今後も引き続き
耕作する意志があることを確認しております。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である６番から現地調査の結果並びに補足説明
をお願いします。 

６ 番：先日事務局と本人立ち合いで現地を見てまいりました。全てきれいに管理
されていて問題ないと思います。継ぐのは娘さんですけど夫も仕事を辞め

て一緒に営農していくということです。 
会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 
    ついて、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号４８号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号４８号は原案のとおり、相続税の納税猶

予に関する適格者証明を交付することに決定いたします。 
    次に日程第４、農地法第３条の３第１項の規定による届出について、報告

番号７８号の１件日程第５、農地法第４条第１項第８号の規定による転用
届出について報告番号７９号から８０号の２件、日程第６、農地法第５条
第１項第７号の規定による転用届出について、報告番号８１号から９１号
の１１件、以上、一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いしま



す。 
事務局：農地法第３条の３第１項の規定による届出については、議案書のとおり１

件。農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出については、議案書
のとおり２件。農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出について
は、議案書のとおり１０件、それぞれ届出がありました。  

    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、 
    書類を受理いたしました。 
会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項に 
    ついては了承されたことといたします。 
    最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 
（特になし） 

会 長：では、以上をもって、令和２年第１１回寒川町農業委員会定例総会を閉会
いたします。 

 
 

資  料 １．令和２年第１１回定例総会議案及び位置図 

 議事録署名人   市川 幹雄      議事録署名人   三留 清一       

本議事録は、令和２年１２月２５日、承認・署名を得て確定しました。 


